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５高齢者の居住実態と住所地が異なる場合の対応 

 

５. １高齢者虐待対応を担う市町村 

 

高齢者虐待への対応は、養護者による高齢者虐待、養介護施設従事者等による高齢者虐待 

ともに、高齢者の居住実態のある自治体が行うことが基本となります。 

住民票を移すことなく親族宅等で生活しており、養護者による高齢者虐待が疑われる事案 

が発生した場合、あるいは高齢者が住民票を移すことなく他自治体の養介護施設等で生活し 

ており養介護施設従事者等による高齢者虐待が疑われる事案が発生した場合は、高齢者の 

居住実態のある自治体が通報・届出の受理と事実確認の対応を行います。 

対応する自治体では、必要な情報を通報者等から確認するとともに、住民票のある自治体 

等と連携して高齢者に関する基本情報等を取得することや、通報等が寄せられた事実等を 

共有し、自治体間で協力して対応できる体制を構築しておくことが必要です。 

 

５. ２権限行使が必要な場合の対応 

 

高齢者虐待に関する事実確認の結果、状況によっては高齢者の保護が必要となり、老人 

福祉法に規定されているやむを得ない事由による措置等や成年後見制度の市長申立を行う 

場合もあります。 

やむを得ない事由による措置等については、老人福祉法第５条の４第１項において基本的 

に高齢者が居住する市町村が行うことが定められています。 
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老人福祉法（福祉の措置の実施者） 

第五条の四 六十五歳以上の者（六十五歳未満の者であって特に必要があると認め 

られるものを含む。以下同じ。）又はその者を現に養護する者（以下「養護者」と 

いう。）に対する第十条の四及び第十一条の規定による福祉の措置は、その六十五 

歳以上の者が居住地を有するときは、その居住地の市町村が、居住地を有しないか、 

又はその居住地が明らかでないときは、その現在地の市町村が行うものとする。 

ただし、同条第一項第一号若しくは第二号の規定により入所している六十五歳 

以上の者又は生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第三十条第一項ただし 

書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する 

更生施設若しくは同法第三十条第一項ただし書きに規定するその他の適当な施設に 

入所している六十五歳以上の者については、これらの者が入所前に居住地を有した者 

であるときは、その居住地の市町村が、これらの者が入所前に居住地を有しないか、 

又はその居住地が明らかでなかった者であるときは、入所前におけるこれらの者の 

所在地の市町村が行うものとする。 

 

 

一方、成年後見制度の市町村長申立については、「市町村長による成年後見制度に基づく 

後見開始の審判等の請求に係る基準等の基本的考え方及び手続の例示について」（令和３年 

１１月２６日障障発１１２６号第１号障精発１１２６号第１号老認発１１２６号第２号）で 

は、申立てを行う市町村について下記のように例示されています。高齢者の権利利益を守る 

ため、関係する市町村間での連携強化に努めます。 
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「市町村長による成年後見制度に基づく後見開始の審判等の請求に係る基準等の 

基本的考え方及び手続の例示について」（令和３年１１月２６日） 

 

市町村長申立てに当たっては、対象者の権利擁護支援が迅速に行われることにより、 

本人の利益が尊重されることが重要である。市町村長申立てを行う市町村は、本人の 

状態像や生活実態を的確に把握していることが重要であることや、施設所在地への 

申立ての過度の集中を防ぐ観点も考慮する必要がある。これらの観点を総合的に踏ま 

え、住所（住民登録のある場所をいう。以下同じ。）と居所が異なる市町村である 

場合における市町村長申立ては原則として、 

 

・ 生活保護の実施機関（都道府県が実施機関である場合を除く。以下同じ。） 

・ 入所措置の措置権者 

・ 介護保険の保険者 

・ 自立支援給付の支給決定市町村 

 

等となる市町村が行うこと。 

ただし、施設入所が長期化し、施設所在地市町村が本人の状況をよく把握している 

場合等においては、当該市町村が積極的に申し立てることを妨げるものではない。 

また、居所となる施設所在地市町村や成年後見制度の利用促進を担う中核機関等は、 

医師の診断書や本人情報シートの作成に係る調整、後見人等の受任調整等に関して、 

迅速な申立てに資するため、市町村長申立てを行う市町村の要請に応じて協力する 

こと。 

なお、本人の年齢や状態によっては、市町村内において関係部局が複数になること 

も想定されることから、市町村長申立てに向けて円滑な情報共有を図るため、庁内に 

おける連携体制を構築すること。 
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高齢者の住所地と居住地が異なる場合の対応主体 

 

 

      

 

相談・通報・届出を 

受付け、事実確認等 

の対応 

 高齢者が居住する市町村が通報・届出を受付け、事実 

確認等の対応を行います。 

 高齢者の住民票所在地市町村は、必要となる各種情報 

の提供をはじめ、居住市町村と連携協力体制を築きなが 

ら、高齢者の安全確保や虐待対応にも協力します。 

老人福祉法に規定する 

やむを得ない事由に 

よる措置 

 基本的には、高齢者が居住する市町村が対応します。 

成年後見制度の 

市町村長申立て 

 基本的には、生活保護の実施機関、入所措置の措置権者、 

介護保険の保険者、自立支援給付の支給決定市町村が実施 

します。ただし、高齢者が居住する市町村の申立ても認め 

られています。 

（関係市町村間で協議し、高齢者の権利利益を守ることが 

必要） 


